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（後期第９回）
１２月６日

本日の習得目標

。

１ ＯＤＡ（政府開発援助）の理論
★所得方程式→Ｙ ＝ Ｃ ＋Ｉ ＋ Ｇ ＋ Ｅ － Ｍ

Ｙ： 国民所得（ＧＤＰ） Ｃ：消費 Ｉ：投資 Ｇ：政府支出
Ｅ：輸出 Ｍ：輸入 Ｓ：貯蓄

★政府支出を捨象する
Ｙ＝Ｃ＋Ｉ＋Ｅ－Ｍ
Ｓ＝Ｙ－Ｃ より Ｙ＝Ｓ＋Ｃ
これを代入して
Ｓ＋Ｃ＝Ｃ＋Ｉ＋Ｅ－Ｍ
よって
Ｉ－Ｓ＝Ｍ－Ｅ

漢字で書くと、「貯蓄ギャップ」＝「貿易（外貨）ギャップ」
したがって均衡では、一国の貯蓄ギャップと貿易（外貨）ギャップは等しい。
仮に： 投資１００兆円－貯蓄８０兆円＝ 輸入７０兆円－輸出５０兆円

つまり貯蓄２０億不足 ＝ 外貨２０億不足
★しかし経済は通常は均衡に向かっているとすると（均衡から乖離しつつあるとも言えるが、
ここでは均衡へむかって収れんしていると過程しよう）、その時点では均衡点にいないわけだ
から、両辺はイコールではない。

Ｉ－Ｓ ＞ Ｍ－Ｅ （ケース１）か
Ｉ－Ｓ ＜ Ｍ－Ｅ （ケース２）かの、いずれかである。

ここで２つのギャップは相互に独立しており、片方のみが支配的だと仮定する。この仮定の現
実性は問わない。

★もし貯蓄不足が支配的だとする（ケース１ ）。それは次のような経済である。
仮に：
投資８０兆円－貯蓄５０兆円（プラス３０兆円のギャップ）＞

輸入５０兆円－輸出６０兆円（マイナス１０兆円のギャップ）

景気はよく、完全雇用の経済運営をしている。新たな投資をするために必要な外貨は、プラス
１０兆円（式の中での表記はマイナス）と、余っている。しかし、生産資源（余剰国内労働力な
ど）が不足している。外貨は、贅沢品の輸入に費消されている可能性がある。 M.Todaro の
Economic Development というロングセラーの教科書によれば（日本語版 671 ページ）、１９７
０年代のアラブ諸国がその例だと通常考えられている。実際にアラブ諸国がそうであったかどう
かは、実は疑わしいと、Todaro 教授は考えている。当時アラブ諸国はオイルショック後に流入
した大量の外貨（＝オイル・ダラー）で、労働者を輸入した。

★ほとんどの途上国は、ケース２だと分類される。
仮に：

ＯＤＡ（政府開発援助）の基本的
仕組み、理論、現状、問題点と課

題について、理解する。



投資５０兆円－貯蓄６０兆円（マイナス１０兆円のギャップ） ＜
輸入３０兆円－輸出１０兆円（プラス２０兆円のギャップ）

外貨不足が支配的な制約条件になっていると、仮定されている（この仮定も正しいかどうかは、
実は実証的には、わからない）。この場合、生産的資源（労働力）は過剰で、失業者がいる。貿
易は赤字で、利用可能な外貨はすべて輸入に使われている。もし外貨が海外援助によって補充さ
れれば、それは新しい資本財の輸入に支出されるであろう。

ケース１（貯蓄不足）の国よりも、ケース２（外貨不足）の国に対する海外資金援助のほうが、
その効果が高いというのが、このアプローチの含意であるが、むろんケース１にある途上国に海
外援助は不要だということを意味するものではない。

★現代の途上国援助の「効果」は、経済の領域を超えているので、経済分析だけでは評価できな
い。
参照文献：
＊マイケル・トダロ著、岡田靖夫監訳『Ｍ・トダロの開発経済学』国際協力出版会、
1997 年（英語版は毎年のように改訂されている）

２ ＯＤＡの仕組みと近年の構造変化
多国間援助

二国間援助 無償援助 資金援助
技術協力

有償援助

ＯＤＡは多国間援助と二国間援助から成るが、前者は IBRD や国連といった国際機関への拠出
金である。後者は贈与と有償資金協力(円借款)に大別できる。贈与はさらに無償資金協力と技術
協力(r 技協」と略称)に分かれる。技協は技術者派遣を含み機材や施設の無償資金協力とセット
で実施される場合が多く、国際協力事業団(ＪＩＣＡ : Japan International Cooperation
Agency) が 担 当 す る 。 円 借 款 は 従 来 は 海 外 経 済 協 力 基 金 ( Ｏ Ｅ Ｃ Ｆ: Overseas Economic
Cooperation Fund)が扱ったが、1999 年秋以降は OECF と日本輸出入銀行が統合して新たに誕生
した国際協力銀行(ＪＢＩＣ: Japan Bank of International Cooperation）が担当している。

そのＪＩＣＡとＪＢＩＣは、統合する予定である。
案件はタイド(ひも付き)とアンタイドの事業に分かれる。ひも付き援助では案件の受注企業が

日本企業に限定されるが、アンタイド事業では国際入札が行われる。現地企業や欧米企業が日本
企業とともに応札し、公平な手続きを通じて落札した企業が国籍に関係なく受注する。

３ 素朴な疑問
（１）技術協力（技協）って、何してるのですか？
（２）無償と有償の違いはなにですか？近年、保健衛生のような収益性が低いと思われる分野で
も、有償資金援助の案件が増えています。どのような分野なら有償で、どのようであれば無償か、
基準があるのですか？また、保健衛生に貸し付けたお金は、どうやって返済するのでしょうか。
利潤が出るとは思えないのですが。
（３）中国は大国になり、ロケットうちあげに成功しています。日本がこれ以上援助する必要は
あるのでしょうか？
（４）日本は未曾有の財政危機です。ＧＤＰの８００％に、公債（地方債と国債）の残高が達し
てます 。「残高」とは累積額の意味。途上国を支援している場合ではないのでは？
（５）欧州もそうですが、少子高齢化です。日本は年金が危ない。（４）とかさなりますが、Ｏ
ＤＡを供与している場合ではないのでは？
（６）ＯＤＡって、日本の場合はハコモノ（施設、インフラ）が多く、途上国の環境破壊に結果
しているとよくマスマディアで報道されています。現地住民も歓迎するどころか、日本に対して、
裁判すら起こしてます。そのようなＯＤＡは、ないほうがましではありませんか？

４ いろいろな形態
こうした仕組みの枠内でさまざまな種類のプログラムが実施されているが、６つほど具体的な

形態を紹介しておこう。
第１に「ノンプロ無償」と略称される非プロジェクト型無償資金供与で、これは債務累積など



危機的状況に置かれた途上国に、臨時的かつ緊急的に注入される使途自由な資金を意味する。救
済にすぐに役立つので援助受入国からは歓迎される。しかし利用状況の監視や援助効果の事後評
価が不可能に近いという難点がある。

第２に小規模「草の根無償援助」で、従来ＪＩＣＡではなく現地大使館が窓口となって、途上
国のコミュニティ組織や市民運動に対して供与されてきた。数十万円規模のプログラムが多く、
近年件数が急増して大使館の担当者の事務負担を増大させている場合もある。１件当たりの最高
は、大使館裁量で１０００万円 、外務省との確認を経て２０００万円まで、拠出可能であった（数
年前）。

第３に「資金環流措置」で、日本政府は途上国の債務問題対策として１９８７年から９２年の
間に６５０億ドルのアンタイド資金を供与した。

第４に「日本特別ファンド」で、上の資金環流措置の一部としてＩＢＲＤ（国際復興開発銀行
い わ ゆ る 世 界 銀 行 ）、 Ｉ Ｄ Ｂ ( Interamerican Development Bank) お よ び ADB( Asian
DevelopmentBank)に創設された基金である。

第 5 に各種の協調融資案件(「協融」と略称)で、ＩＢＲＤやＩＤＢや他の先進国援助機関と
連携して実施されている。

第 6 に権利蓄積計画(ＲＡＰ: rights accumulation program)で、ＩＭＦが 90 年に導入した
新手法である。ＩＭＦに延滞債務がある国はＲＡＰに従って経済改革を履行する。改革計画を遵
守すれば権利（ rights）が蓄積され、一定額に達すると先進国からブリッジ・ローンを受ける
ことができる。この資金でＩＭＦとの延滞を解消し、ＩＭＦは当該国に新たな融資を実施してブ
リッジ・ローンの返済を助ける。こうして延滞債務が通常債務に変わる。このように贈与と借款
という大分類の下に実に多様な援助形態が生まれている。

５ 援助の質と援助批判
援助の質を表す基本指標に次の３つがある。
第１に援助額の対ＧＤＰ比で、国際目標は０．７％とされている（日本は０．３％前後）。
第２にグラント・エレメント（ＧＥ： grant element）と贈与比率である。ＧＥはある国に

対するＯＤＡ中の無利子無返済部分の構成比である。先進国が途上国で実施する事業は無償部分
と有償部分が組み合わされており、案件ごとにＧＥが計算できる。ＧＥ２５％以上の事業がＯＤ
Ａで、１００％だと贈与である。その案件ごとのＧＥを総合したのが国全体のＧＥである。ＧＥ
１００％の贈与プログラムがＯＤＡ中にしめる割合が「贈与比率」である。

ＤＡＣ（Development Assistance Committee）諸国の平均で、ＧＥは約９０％、贈与比率は
約７８％である（１９９３年～９４年の平均）。簡単な算術の話だが、贈与比率のほうが小さく
算出される。

第３はアンタイド率で、日本の円借款事業は、近年は、すべてアンタイド化されている。

さて、日本の援助は、従来よりたくさんの批判があった。
１９８０年代までの日本の援助は、
①対ＧＤＰ比が小さい、 ②ひもつき援助が多い（アンタイド率が小さい）、
③ＧＥが他の先進国と比べて小さい、 ④アジア偏重型だ、
⑤環境破壊を引き起こしている、
⑥産業基盤（ダムや港湾や道路や発電所など）偏重で、人間開発分野への配分が少ない、
⑦資金・機材供与が多く、「顔が見えない」
⑧非民主主義的な強制移住（非自発的移住）をともない、貧しい人々の生活基盤が破壊された
⑨要請主義が形骸化している。すなわち計画起案者は現地政府ではなく、実際には現地に事務

所を構える日本のコンサルタント会社が調査・立案しているケースが少なくない。

６ 従来の援助批判の「陳腐化」（gettingoutdated）
しかし近年日本の援助は急速に質が改善され、従来の批判は日本ＯＤＡの総論としては、時代

遅れとなった（ただし部分的には、依然として当てはまるものもある）。
①アンタイド率は高まった。現在円借款は１００％アンタイドである。無償援助の場合は、タイ
ドだが、しかし常にタイドにしているわけではない。援助の内容に応じて、必要資材のかなりの
部分を現地あるいは他の先進国から調達している。円借款については、アンタイドが行き過ぎた
のではないかとの考え方も、援助関係者の間で生まれた。すなわち、国際競争入札では日本のコ
ストが高くて負けてしまい、結局ヨーロッパの企業が受注する場合がある。かならずしも現地の
途上国企業が受注していないのだ。せっかく日本の資金なのに、途上国の人の目には、ヨーロッ
パの援助だと勘違いされる。援助担当者は、事業が終わると、現地の人から感謝されていないよ



うな空虚な気持ちを抱きながら、任地を離れる。こういう場合があるのだ。
②環境保全や公衆衛生や初等教育分野の案件が増えた。現在、対ブラジル援助については、ＪＢ
ＩＣ（国際協力銀行）による円借款は、環境案件しか認められていない。保健プログラムなども
多い。とくに今年は、小泉政権の成立の影響もあるが、ＯＤＡは確実に削減される方向なので（１
０％削減案すらある）、重点領域への絞り込みが模索されている。その場合、環境や貧困領域が
重視されている。
③海外青年協力隊の「顔の見える」援助の実績が着実に伸びた（青年協力隊への現地の評価は高
い）。すでに２万人くらいが、参加したはず。
④要請主義の形骸化を克服すべく旧ＯＥＣＦの案件形成促進調査（ＳＡＰＲＯＦ）のように、計
画策定過程の改善も追求されている。また、そもそも要請主義が実質化したとしても、それでよ
いのかという問題もある。途上国政府が要請したものなら、何でも拠出するのか？日本側に、重
点化についての判断基準があってよいはずで、それにしたがって案件を選択すべきだとの考えも
ある。
⑤評価事業も活発化し、現地の日本に対する批判が、外務省経済協力局やＪＩＣＡの国際協力総
合研究所（国総研）によって、積極的に取材され文書化され、公表されている。個別事業の評価
も多いし、「国別評価」も実施されている。また一般市民の「評価ツアー」も、ＪＩＣＡによっ
て実施されている。
⑥人権保障や環境援助など４原則をうたった「ＯＤＡ大綱」が、９２年に閣議決定された。人権
蹂躙の発生している国対するＯＤＡは、停止・縮減されている。
⑦経済環境も様変わりし、９１年以降数年間連続でトップ・ダナーの位置に日本を押し上げた莫
大な予算（約１兆円以上）は、２０００年度に向けて削減された。今後はさらに量よりも質が問
われることになる。
⑧援助の新しいスキームが、次々に開発されている

ＪＩＣＡの新しいスキーム → いろいろ（口頭説明）

７ 「脱ＯＤＡ」の展望
では日本の援助に問題点はないのか。援助体制は複雑でありそれ自体がひとつの国家のようで

ある。全体を一色で塗りつぶすことはできない。以下今後の課題を６点指摘しておこう。
第１に、事件性に欠けるのでマス・メディアは報じないが、現場では技術的改善課題が山積し

ている。例えば急増する小規模草の根無償援助への要請に応える事務体制をどう組むか、である
（この課題もやや古くなっておりＪＩＣＡが取り組みはじめている）。

第２に、欧米の援助政策の改善とりわけ情報開示といった透明化やＮＧＯとの連携が急速に進
んでおり、この面でのキャッチ・アップが急務である。

第３に、特定国での特定の援助事業に問題がある。具体的には対フィリピン援助で、これにつ
いては１９８０年代の従来型批判が妥当する（バタンガス港整備事業での住民の非自発的移住が
一例）。日本の外務省や援助機関（旧輸銀）は、この件では日本や現地のＮＧＯからの批判に対
してやや逃げ腰である。途上国はガバナンスが悪い。腐敗や汚職があるし、そもそも現政権が民
主主義的に民意を反映して成立したとは限らない。そういう国へ資金援助の質を高めるにはどう
すればよいのか。難問である。

第４に、ＯＤＡ論と国内の公共事業論との統合が必要。
第５に、公共事業だけではなく、日本経済そのものの再生と透明化とグリーン化が必要である。

制度分析が重視される今日、他国が模倣を希望するような先進的制度（環境税や福祉政策など）
を、国内にいち早く整備することも、援助論と連結する。いわばチエ（知恵）とシクミ（制度）
の分野をさらに開拓せねばならない。

第６に、援助の限界がすでに意識されていることである。援助の究極の目的は万人が認めるよ
うに、途上国の経済的自立と「脱援助」である。自立のためには、「ＯＤＡ大綱」にもあること
だが（自助努力の重視）、まず途上国政府の行政能力の拡充に資するような援助が望まれる。

８ その他の課題：援助論で卒論を書く人に
（１）国とイシュウを絞ろう。できれば、現場にいこう（紛争地帯には行かない）。
（２）他国や国際機関の支援と比較しよう
－米国：ＵＳＡＩＤ ドイツ：ＧＴＺ、 カナダや英国、フランス、など
－国際機関→世界銀行、ＩＤＢ、ＡＤＢ、ＡｆＤＢ、ＵＮＤＰ（国連開発計画）、ＵＮＥＰ（国
連環境計画）など
－大手の財団やＮＧＯなど(Oxfam、Ford Foundation など)


